


はじめに

本年報は、民間事業者によるはがきや手紙などの信書の送達事業の現状につ

いて広く知っていただくために、総務省においてとりまとめたものです。

平成15年４月に「民間事業者による信書の送達に関する法律」が施行されて

以来、19年３月末現在で213の事業者が信書の送達事業に参入しています。ト

ラック運送事業を営む企業が経営資源を活用して参入するケースが多くを占め

るものの、近年はまったく異なる事業分野からの参入も見受けられるなど、提

供主体のすそ野が広がりつつあります。

また、提供されるサービスの内容についても、比較的多く見られるサービス

（公文書の巡回集配、ビジネス文書の急送、慶弔用のメッセージカードの送付

等）に加え、特にセキュリティ対策を施したものや住民票の写し等の配達サー

ビスが提供されるなど、ニーズを踏まえた事業者の創意工夫でより新しいビジ

ネスの展開もなされています。

他方、総務省においても、こうした事業活動を支える制度面について、諸外

国における動向等を踏まえた郵便・信書便の制度全般に関する見直しの検討

や、個人情報保護に関する取組を進めているところです。

本年報（19年度版）では、こうした事業の動向や行政の施策を中心に説明し

ているほか、信書便に関連するトピックについて、新たにコラム形式を採り入

れて紹介しています。本年報が、引き続き国民の皆様方に広く活用され、信書

便事業の現状や信書便に関する施策についてのご理解をより一層深めていただ

く一助となれば幸いです。
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凡　例

◆　文中における略号は次のとおりです。

◆ 法令等の内容は､平成19年９月１日現在です｡

その他､用語については平成19年10月１日の郵政民営化以前のものとなっておりますのでご注意下さい｡

信書便法

略　号

施行規則

信書便整備法

信書便整備令

郵政民営化整備法

郵政民営化整備令

審査基準

正 式 名 称

民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成14年7月31日法律第99号）

民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則
（平成15年1月24日総務省令第27号）

民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律
（平成14年7月31日法律第100号）

民間事業者による信書の送達に関する法律及び民間事業者による信書の送達に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令
の整備に関する政令
（平成14年12月18日政令第386号）

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
（平成17年10月21日法律第102号）

郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
（平成19年8月3日政令第235号）

民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準
（平成15年2月19日総務省訓令第9号）
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